
   

 

 

 

 

 

 

労働安全衛生法違反の疑いで書類送検 

（ダンプトラックの逸走防止措置を講じなかった疑い） 

 

令和７年 11月 17日、羽曳野労働基準監督署（署長 中村
なかむら

 直樹
な お き

）は、堀野建設

株式会社及び同社の代表取締役を労働安全衛生法違反の疑いで、大阪地方検察庁に

書類送検しました。 

記 

 

１ 被疑者 

（１）堀野
ほ り の

建設
けんせつ

株式会社（以下「被疑会社」という。） 

本社所在地   大阪市西区阿波座 

   事 業 内 容   土木工事業 

（２）同社代表取締役Ａ（以下「被疑者Ａ」という。） 

 

２ 違反条文等 

  被疑会社、被疑者Ａともに 

労働安全衛生法違反  

      同法第 20条第１号 

       労働安全衛生規則第 151条の 11第１項第２号 

      同法第 27条第１項  

      同法第 119条第１号（罰則） 

      同法第 122条（両罰） 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 

      同法第 45条第３項 

 

 

羽曳野労働基準監督署発表 

令 和 ７ 年 1 1 月 1 7 日 

 Press Release 

【照会先】 

羽曳野労働基準監督署    

電話 ０７２－９４２－１３０８ 



   

３ 事件の概要 

被疑者Ａは、被疑会社の労働者及び同社に派遣された労働者を指揮するととも

に、同社の安全管理を統括する者ですが、令和７年７月３日、労働者Ｂがダンプ

トラックの運転位置を離れる際に、同労働者にダンプトラックの逸走防止措置を

講じさせなかった疑いがあるものです。 

 

４ 参考事項 

（１）令和７年７月３日、被疑会社の資材置場において、労働者Ｂが駐車したダン

プトラックが逸走し、同社に派遣されていた労働者Ｃが、同トラックと石垣の

間にはさまれ死亡するという災害が発生しました。 

（２）労働安全衛生法では、ダンプトラックなどの車両系荷役運搬機械等の運転者

が運転位置から離れるときは、ブレーキを確実にかけるなどの逸走防止措置を

講じさせなければならないと定められています。 

（３）労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律で

は、労働安全衛生法第 20条の規定については、派遣先の事業者が措置を講じな

ければならないと定められています。 

（４）適用法条文は、別紙のとおり。 



  

   

適 用 法 条 文  

 

労働安全衛生法 

 

(事業者の講ずべき措置等)  

第二十条  事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

一  機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険 

二・三 （略）  

 

(労働者の遵守事項)  

第二十七条  第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業

者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働

省令で定める。 

2  （略） 

 

(罰則)  

第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下

の罰金に処する。 

一  第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第

一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは

第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、

第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第

四項、第五十七条の四第五項、第五十七条の五第五項、第五十九条第三項、第六十一条

第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八十

九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第百五条又は第

百八条の二第四項の規定に違反した者 

二～四 （略） 

(罰則)  

第百二十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人又は人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の

違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金

刑を科する。 

 

 

別紙 

http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@4@1@1@27_xref1.htm
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@4@1@1@25.2.htm#1
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@4@1@1@26.htm
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@3@1@1@14.htm
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@12@1@1@119_xref1.htm
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@4@1@1@25.2.htm#1
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@4@1@1@30.3.htm#1
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@4@1@1@30.3.htm#1
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@4@1@1@30.3.htm#4
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@4@1@1@31.htm#1
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@4@1@1@31.2.htm
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@4@1@1@33.htm#1
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@4@1@1@33.htm#2
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@4@1@1@34.htm
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@4@1@1@35.htm
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@5@1@1@38.htm#1
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@5@1@1@40.htm#1
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@5@1@1@42.htm
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@5@1@1@43.htm
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@5@1@1@44.htm#6
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@5@1@1@44.2.htm#7
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@5@2@1@56.htm#3
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@5@2@1@56.htm#4
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@5@2@1@56.htm#4
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@5@2@1@57.4.htm#5
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@5@2@1@57.5.htm#5
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@6@1@1@59.htm#3
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@6@1@1@61.htm#1
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@6@1@1@61.htm#1
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@7@1@1@65.htm#1
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@7@1@1@65.4.htm
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@7@1@1@68.htm
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@10@1@1@89.htm#5
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@10@1@1@89.2.htm#2
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@10@1@1@89.2.htm#2
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@10@1@1@97.htm#2
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@11@1@1@105.htm
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@11@1@1@108.2.htm#4
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@11@1@1@108.2.htm#4
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@12@1@1@116.htm
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@12@1@1@117.htm
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@12@1@1@119.htm
http://ls260000001.krdn.mhlw.go.jp/hourei/aneihou/data/S@S47HOR0057/S@S47HOR0057@1@12@1@1@120.htm


  

   

労働安全衛生規則 

 

(運転位置から離れる場合の措置) 

第百五十一条の十一  事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れる

ときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。ただし、走行のための運転

位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる貨物自動車を運転する場合であつて、労

働者が作業装置の運転のための運転位置において作業装置を運転し、又は運転しようとし

ている場合は、この限りでない。 

 一  フォーク、ショベル等の荷役装置(テールゲートリフターを除く。)を最低降下位   

置に置くこと。 

二  原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の 

車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講ずること。 

２ ～４ （略） 

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

（労働者派遣法） 

第四十五条  

３ 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、

当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働

者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、労働安全衛生法第十一条、

第十四条から第十五条の三まで、第十七条、第二十条から第二十七条まで、第二十八条の二

から第三十条の三まで、第三十一条の三、第三十六条（同法第三十条第一項及び第四項、第

三十条の二第一項及び第四項並びに第三十条の三第一項及び第四項の規定に係る部分に限

る。）、第四十五条（第二項を除く。）、第五十七条の三から第五十八条まで、第五十九条第三

項、第六十条、第六十一条第一項、第六十五条から第六十五条の四まで、第六十六条第二項

前段及び後段（派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことの

ある労働者（派遣中の労働者を含む。）に係る部分に限る。以下この条において同じ。）、第

三項、第四項（同法第六十六条第二項前段及び後段並びに第三項の規定に係る部分に限る。

以下この条において同じ。）並びに第五項（同法第六十六条第二項前段及び後段、第三項並

びに第四項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。）、第六十六条の三（同法第

六十六条第二項前段及び後段、第三項、第四項並びに第五項の規定に係る部分に限る。以下

この条において同じ。）、第六十六条の四、第六十六条の八の三、第六十八条、第六十八条の

二、第七十一条の二、第九章第一節並びに第八十八条から第八十九条の二までの規定並びに

当該規定に基づく命令の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）を適用する。この場合に

おいて、同法第二十九条第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「こ

の法律若しくはこれに基づく命令の規定（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労



  

   

働者の保護等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第四十五条の規定により適用

される場合を含む。）又は同条第十項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、

同条第二項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれ

に基づく命令の規定（労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。）又は

同条第十項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同法第三十条第一項第五号

及び第八十八条第六項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律又

はこれに基づく命令の規定（労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含

む。）」と、同法第六十六条の四中「第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし

書又は第六十六条の二」とあるのは「第六十六条第二項前段若しくは後段（派遣先の事業を

行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者（労働者派遣法第四

十四条第一項に規定する派遣中の労働者を含む。）に係る部分に限る。以下この条において

同じ。）、第三項、第四項（第六十六条第二項前段及び後段並びに第三項の規定に係る部分に

限る。以下この条において同じ。）又は第五項ただし書（第六十六条第二項前段及び後段、

第三項並びに第四項の規定に係る部分に限る。）」と、同法第六十六条の八の三中「第六十六

条の八第一項」とあるのは「派遣元の事業（労働者派遣法第四十四条第三項に規定する派遣

元の事業をいう。）の事業者が、第六十六条の八第一項」とする。 

 

 


